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厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その37） 

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び

施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏

のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

以上 

御中 



（別添） 

問１ 令和３年１月８日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的

な取扱いについて（その 32）」問１において、新型コロナウイルス感染症患者を特定

入院料を算定する病棟に入院させた場合には、「医療法上の病床種別と当該入院料が施

設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料

を算定することとして差し支えない。」とされているが、新型コロナウイルス感染症患

者を、精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合について、どのように考え

れば良いか。 

（答）精神病棟入院基本料における特別入院基本料を算定することとしてよい。なお、入院

料の変更等の届出は不要である。 




